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１ 放課後児童クラブの将来の方向性 

 子どもたちの放課後等における安全・安心な居場所の確保を図るために、小学校区ごと

に放課後児童クラブを設置します。 

児童数は、ほとんどの小学校において減少が見込まれるものの、保護者が安心して働け

るよう、子どもたちの放課後等において、適切な遊びや生活ができる場所を提供する必要

があるため、基本的には、小学校区ごとに利用見込みに応じた放課後児童クラブを配置す

ることとしています。 

放課後児童クラブの子どもの集団の規模は、放課後児童クラブ運営指針に基づき、子ど

もが相互に関係性を構築し、１つの集団としてまとまりをもって共に生活し、放課後児童

支援員が個々の子どもと信頼関係を築くことができる規模として、概ね 40 人以下としま

す。 

放課後児童クラブの配置については、学校の統廃合と併せて、事業者に対し放課後児童

クラブの運営の統合を働きかけていくとともに、１つの事業者が複数の放課後児童クラブ

の運営を行うよう、調整を図ります。 

また、学校の統廃合にかかわらず規模が小さい放課後児童クラブが生じる場合は、子ど

もたちの環境面や、クラブの運営面における影響を考慮し、特に利用児童数が 10 人以下

の小規模の放課後児童クラブについては、適正な規模となるよう統合を図っていきます。 

その際、放課後児童クラブが未設置校区となる児童については、既存の送迎支援に係る

補助制度の利用を図りながら、安全面の確保を行っていきます。 

新たな施設整備や施設の更新が必要となる場合は、事業者による施設整備を支援するこ

とで、子どもたちの放課後等における居場所の確保を図ります。 

 

※「長崎市公共施設の適正配置基準」（令和 5年 4月策定）より抜粋 
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２ 対象施設 

本計画では、市所有の公共建築物のうち、次の「放課後児童クラブ」を対象としてい

ます。 

2020年 4月 1日現在 

№ 名称 所在地 建築年 
床面積
（㎡） 

2019年度 
1日平均 

利用者数(人) 

1 
愛宕小学校区放課後児童クラブ 

（元気っ子クラブ） 
白木町 17-1 2008 123.12  53 

2 
矢上小学校区放課後児童クラブ 

（やがみクラブ） 
矢上町 12-12 2003 101.71  43 

3 
古賀小学校区放課後児童クラブ 

（古賀キッズ） 
古賀町 948-1 1994 283.35  96 

4 
橘小学校区放課後児童クラブ 

（たちばなクラブ） 
かき道 5丁目 2-16 2007 147.70  37 

5 
日見小学校区放課後児童クラブ 

（とんねるクラブ／DASH） 
宿町 613-2 2009 149.06  82 

6 
高城台小学校区放課後児童クラブ 

（高城台クラブ） 
高城台 1丁目 22-1 2008 147.70  62 

7 
福田小学校区放課後児童クラブ 

（福田学童クラブ：マリンキッズ） 
福田本町 1430-1 1996 67.20  44 

8 
福田小学校区放課後児童クラブ 

（福田学童クラブ：海の子クラブ） 
福田本町 1493-1 

2005 147.70  42 

9 
福田小学校区放課後児童クラブ 

（福田学童クラブ：福田キッズ） 
2012 117.58  44 

10 
手熊小学校区放課後児童クラブ 

（てぐまっこ） 
手熊町 1291-1 1975 62.99  28 

11 
神浦小学校区放課後児童クラブ 

（にじっこクラブ） 
神浦向町 103-1 1970 78.97  17 

12 
戸町小学校区放課後児童クラブ 

（たけのこクラブ 1、2組） 
戸町 2丁目 9-1 

2001 132.50  62 

13 
戸町小学校区放課後児童クラブ 

（たけのこクラブ 3、4組） 
2011 149.06  63 

14 
小ケ倉小学校区放課後児童クラブ 

（おれんじキッズ） 
小ケ倉町 2丁目 700-5      2003 100.19  36 

15 
南陽小学校区放課後児童クラブ 

（菜の花学童クラブ） 
竿浦町 913 1979 428.24  84 
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№ 名称 所在地 建築年 
床面積
（㎡） 

2019年度 
1日平均 

利用者数(人) 

16 
香焼小学校区放課後児童クラブ 

（香焼学童きらりキッズ） 
香焼町 563-11 1975 114.10  35 

17 

西浦上小学校区放課後児童クラブ 

（学童ひばり：ひばりキッズ/ひばりク

ラブ） 

大手 1丁目 14-3 1954 186.30  35 

18 
女の都小学校区放課後児童クラブ 

（ピノキオクラブ） 
女の都 4丁目 7-1 2013 97.15  40 

19 
西山台小学校区放課後児童クラブ 

（たんぽぽクラブ） 
西山台 1丁目 4-1 2009 145.74  62 

20 
高尾小学校区放課後児童クラブ 

（たかおクラブ：わくわくたかお） 
高尾町 7-49 2010 69.44  57 

21 
山里小学校区放課後児童クラブ 

（やまざとクラブ） 
橋口町 20-56 2008 90.72  38 

22 
山里小学校区放課後児童クラブ 

（やまざとキッズハウス） 
橋口町 20-56 2008 90.72  40 

23 
西城山小学校区放課後児童クラブ 

（若草学童クラブ） 
若草町 9-3 1963 105.60  55 

24 
西北小学校区放課後児童クラブ 

（にしきたキッズ） 
西北町 29-21 2014 167.52  72 

25 
大園小学校区放課後児童クラブ 

（滑石学童クラブひまわり） 
滑石 6丁目 1-59 2011 147.80  50 

26 
鳴見台小学校区放課後児童クラブ 

（おひさまクラブ） 
鳴見台 2丁目 1-8 2012 121.03  44 
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３ 個別施設の現況及び将来の見込み 

 ⑴ 個別施設の状態等 

対象施設に係る最終改修履歴は次のとおり把握しています。 

 

2020年 4月 1日現在 

  

 

耐震化 建築 電気 機械

2007

設備改修

2008

設備改修

2016

設備改修

2011

耐震補強

2011

旧幼稚園
改修

№ 名称
経過
年数

階数
改修時期・内容

3

2

1
愛宕小学校区放課後児童クラブ
(元気っ子クラブ)

11 1 新耐震 ― ―

矢上小学校区放課後児童クラブ
(やがみクラブ)

16 1 新耐震 ― ――

4

古賀小学校区放課後児童クラブ
(古賀キッズ)

25 2 新耐震

橘小学校区放課後児童クラブ
(たちばなクラブ)

12 1 新耐震 ―― ―

5
日見小学校区放課後児童クラブ
(とんねるクラブ、DASH)

10 1 新耐震 ― ―

6
高城台小学校区放課後児童クラブ
(高城台クラブ)

11 1 新耐震 ― ―

― ―

― ―

7
福田小学校区放課後児童クラブ
(福田学童クラブ：マリンキッズ)

23 1 新耐震 ―

福田小学校区放課後児童クラブ
(福田学童クラブ：福田キッズ)

7 1 新耐震

8
福田小学校区放課後児童クラブ
(福田学童クラブ：海の子クラブ)

14 1 新耐震

9

44 2
旧耐震
(診断〇)

12

11

10

神浦小学校区放課後児童クラブ
(にじっこクラブ)

49 1
旧耐震
(改修済)

―

手熊小学校区放課後児童クラブ
(てぐまっこ)

― ―

戸町小学校区放課後児童クラブ
(たけのこクラブ1、2組)

18 1 新耐震 ― ―

―

―

―

―

―

―

―

―

―
旧耐震
(改修済)

― ―

旧耐震
(改修済)

新耐震 ―

16
香焼小学校区放課後児童クラブ
(香焼学童きらりキッズ)

44 1

― ―

―

― ―

― ―15
南陽小学校区放課後児童クラブ
(菜の花学童クラブ)

40 2

14
小ケ倉小学校区放課後児童クラブ
(おれんじキッズ)

16 1 ― ―

13
戸町小学校区放課後児童クラブ
(たけのこクラブ3,4組)

8 1 新耐震
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耐震化 建築 電気 機械

2007

改修工事

20

19

1 新耐震 ― ―

高尾小学校区放課後児童クラブ
(たかおクラブ：わくわくたかお)

9 1 新耐震 ―

西山台小学校区放課後児童クラブ
(たんぽぽクラブ)

10 1 新耐震 ― ―

―

22
山里小学校区放課後児童クラブ
(やまざとキッズハウス)

11 1 新耐震 ― ―

21
山里小学校区放課後児童クラブ
(やまざとクラブ)

11

―

―

新耐震 ― ―

旧耐震
(改修済)

―

―

新耐震 ― ―

新耐震 ―

―

―

―

―

―

―

―

―26
鳴見小学校区放課後児童クラブ
(おひさまクラブ)

7 1 新耐震 ― ―

23

24
西北小学校区放課後児童クラブ
(にしきたキッズ)

5 1

25
大園小学校区放課後児童クラブ
(滑石学童クラブひまわり：オレンジ)

8 1 新耐震

西城山小学校区放課後児童クラブ
(若草学童クラブ)

56 2

―

―17

18
女の都小学校区放課後児童クラブ
(ピノキオクラブ)

6 1

西浦上小学校区放課後児童クラブ
(学童ひばり：ひばりキッズ/ひばりク
ラブ)

7 1

№ 名称
経過
年数

階数
改修時期・内容
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 ⑵ 個別施設の方向性 

   共通編「４ 対策の優先順位の考え方」及び「⑴ 個別施設の状態等」を踏まえた個

別施設の方向性は次のとおりです。 

 

№ 名称 建築年 短期（～2022年） 中長期（～2029年） 

1 
愛宕小学校区放課後児童クラブ 

（元気っ子クラブ） 
2008 適正管理を行う 適正管理を行う 

2 
矢上小学校区放課後児童クラブ 

（やがみクラブ） 
2003 適正管理を行う 適正管理を行う 

3 
古賀小学校区放課後児童クラブ 

（古賀キッズ） 
1994 適正管理を行う 適正管理を行う 

4 
橘小学校区放課後児童クラブ 

（たちばなクラブ） 
2007 適正管理を行う 適正管理を行う 

5 
日見小学校区放課後児童クラブ 

（とんねるクラブ／DASH） 
2009 適正管理を行う 適正管理を行う 

6 
高城台小学校区放課後児童クラブ 

（高城台クラブ） 
2008 適正管理を行う 適正管理を行う 

7 
福田小学校区放課後児童クラブ 

（福田学童クラブ：マリンキッズ） 
1996 適正管理を行う 適正管理を行う 

8 
福田小学校区放課後児童クラブ 

（福田学童クラブ：海の子クラブ） 
2005 適正管理を行う 適正管理を行う 

9 
福田小学校区放課後児童クラブ 

（福田学童クラブ：福田キッズ） 
2012 適正管理を行う 適正管理を行う 

10 
手熊小学校区放課後児童クラブ 

（てぐまっこ） 
1975 適正管理を行う 適正管理を行う 

11 
神浦小学校区放課後児童クラブ 

（にじっこクラブ） 
1970 適正管理を行う 適正管理を行う 

12 
戸町小学校区放課後児童クラブ 

（たけのこクラブ 1、2組） 
2001 適正管理を行う 適正管理を行う 

13 
戸町小学校区放課後児童クラブ 

（たけのこクラブ 3、4組） 
2011 適正管理を行う 適正管理を行う 

14 
小ケ倉小学校区放課後児童クラブ 

（おれんじキッズ） 
2003 適正管理を行う 適正管理を行う 

15 
南陽小学校区放課後児童クラブ 

（菜の花学童クラブ） 
1979 適正管理を行う 適正管理を行う 

16 
香焼小学校区放課後児童クラブ 

（香焼学童きらりキッズ） 
1975 適正管理を行う 適正管理を行う 
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№ 名称 建築年 短期（～2022年） 中長期（～2029年） 

17 

西浦上小学校区放課後児童クラブ 

（学童保育ひばり：ひばりキッズ/ひば

りクラブ） 

2012 適正管理を行う 適正管理を行う 

18 
女の都小学校区放課後児童クラブ 

（ピノキオクラブ） 
2013 適正管理を行う 適正管理を行う 

19 
西山台小学校区放課後児童クラブ 

（たんぽぽクラブ） 
2009 適正管理を行う 適正管理を行う 

20 
高尾小学校区放課後児童クラブ 

（たかおクラブ：わくわくたかお） 
2010 適正管理を行う 適正管理を行う 

21 
山里小学校区放課後児童クラブ 

（やまざとクラブ） 
2008 適正管理を行う 適正管理を行う 

22 
山里小学校区放課後児童クラブ 

（やまざとキッズハウス） 
2008 適正管理を行う 適正管理を行う 

23 
西城山小学校区放課後児童クラブ 

（若草学童クラブ） 
1963 

機能を確保するため

の手法を検討 

機能を確保するため

の手法を検討 

24 
西北小学校区放課後児童クラブ 

（にしきたキッズ） 
2014 適正管理を行う 適正管理を行う 

25 
大園小学校区放課後児童クラブ 

（滑石学童クラブひまわり：オレンジ） 
2011 適正管理を行う 適正管理を行う 

26 
鳴見台小学校区放課後児童クラブ 

（おひさまクラブ） 
2012 適正管理を行う 適正管理を行う 

※地区別計画ロードマップより抜粋 

 

 

 

 ⑶ 対策費用 

   「放課後児童クラブ」については、小規模施設の統合等を図りながら、適切に維持・

補修を行うこととします。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

長崎市個別施設計画 

（放課後児童クラブ） 

 

令和３年３月 

令和５年４月改訂 

長崎市 

 

【問い合わせ先】 

長崎市理財部資産経営室 

電話：095-829-1412 

FAX：095-829-1248 

Email：shisankeiei@city.nagasaki.lg.jp 


